
 【令和８年１月～】 収入証紙廃止後の手数料の支払いについて 

 

 

山梨県収入証紙の販売終了に伴い、令和８年１月から申請にかかる手数料の支払い方法は、窓口収納に変更

されます。 

 

 

手続きの流れ 

① 支払いに必要な「納付連絡票」（バーコード）を入手してください。 

② 「納付連絡票」を収納窓口に持参し、手数料を支払い、「納付済証」を受け取ってください。 

※納付連絡票の該当する手数料のチェック欄に☑を入れ、収納窓口に提示してください。（チェック欄がない場合は不要） 

※領収証の交付を希望する場合は、必ず現金での納付としてください。 

③ 申請書に「納付済証」を貼付し、申請窓口（山梨県庁消防保安課）に提出してください。 

※必ず＜納付済証＞の表示を確認してください。（「納付済証」は収入証紙に代わる大切な書類です。再交付はできません） 

 

 

収納窓口（専用レジ）の設置場所  以下の窓口でお支払い手続きをしてください。 

 

 

   申請窓口・問い合わせ先 

山梨県 防災局 消防保安課 （TEL：０５５－２２３－１４３４） 

（所在地：〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１丁目６－１山梨県庁防災新館４F） 

 

※収入証紙の廃止、未使用証紙の払戻し、誤納手数料の還付、納付方法など 

手数料制度全般に関しては 山梨県 出納局会計課（TEL:０５５－２２３－１３０８） へお問い合わせください。 


